
コープのつどい場サービス 使用規約
「コープのつどい場サービス 使用規約」はコープこうべの「組合員集会室使用規程」に基づき、各施設・設備の規約を定めています。
ただし、本サービスは組合員活動の新しい取り組みとして運営するため、施設・設備の使用ルール・料金設定は他の店舗と異なります。
つどい場サービスとは、神⼾⻄コープのつどい場の各施設、また、活動を⽀援する設備の貸し出しのサービスを⾔います。（表⾯参照）

1.使用対象者
 コープのつどい場の主旨に合わせ、定期的に活動するコープ委員会・コープサークル・スクールの利用を優先にしていますが、
 はじめて使用したい方やイベントを開催してみたい方などのご使用も受付しています。新たな取り組みの立ち上げや運営の
 お手伝いも、１階つどい場カウンターで行いますので、お気軽にご相談ください。
 コープのつどい場は、組合員が使用できる施設・設備です。生協にご加入の上、ご使用ください。
 ただし、コープこうべと一緒に、地域活動、社会貢献活動を進める行政・団体・学校・個人は使用対象とします。

2.申込み方法
  ①つどい場ＨＰから予約できます。及び、１階つどい場カウンター窓口、または、電話・FAX等でお問い合わせください。
    つどい場カウンター営業時間：9時50分〜18時20分  営業休⽇：年末年始（12⽉30⽇〜1⽉3⽇）
  ②使用希望⽇、使用時間の空き状況をご確認の上、使用申込書を提出してください。使用申込書の控えをお渡しします。
   ※組合員活動は収益を伴わない活動を対象としていますので、目的や内容により使用をお断りする場合があります。
   ただし、収益を伴う活動の場合でも、コープこうべを通してくらしや地域に貢献する取り組みであれば、使用を認める場合があります。
   各つどい場の使用時間 10時00分〜20時00分（業務の都合により使用できない場合もあるため、予約時にご確認ください）
  ③予約の申し込みはご使用⽉の前々⽉の1⽇より申し込みができます。なお、つどい場ＨＰでは、随時受付しています。
  ④各つどい場の申込みは 60分／１単位（1.5時間使用の場合２単位）
   つどい場グッズの申込みは １⽇１回／１単位 時間延⻑の場合は 60分／1単位 の追加料金となります。

3.使用方法・使用料金について
  ①使用当⽇までにお申し込みいただき、１階つどい場カウンターで、使用料金を現金でお⽀払いください。
  ②つどい場サービス使用料金表 （表⾯参照：使用料金は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。）
   ※事業・収益を伴う活動については、事前に管理者の承認を受ける必要があります。
  ③使用時間には、開始前の準備・終了後の後始末も含みますので、実活動時間に考慮してご使用ください。
  ④各つどい場施設や設備は、使用前に１階つどい場カウンターで操作方法や使用上の注意をご確認の上、丁寧に使用してください。
  ⑤使用当⽇〜３⽇前までのキャンセルについては、使用料金の返金には応じられません。全額をお⽀払いいただきます。
  ⑥コープサークル、つどい場スクールについては、別途使用料金を設定しています。 新たにコープサークルへの登録や、
    つどい場スクールの開設をご希望の方は、１階つどい場カウンターへお問い合わせください。

4.使用許可の制限について
  使用許可の制限について、次の場合は使用許可できません。すでに許可している場合でも許可を取り消すことがあります。
  また、取消しの場合は、原則使用料を返金いたしません。
  ①公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき
  ②施設または設備を損傷するおそれがあるとき、喧騒、口論、音響など、まわりの組合員や来店者に迷惑行為があるとき
  ③集団的、常習的な暴力的行為、不正行為を行うおそれがある組織の活動や勧誘行為
  ④特定の宗教活動やその勧誘行為、政治的中立性を損なう活動（選挙活動や署名活動など）
  ⑤使用の権利を譲渡や転貸したとき、申込みに偽りがあるなど管理運営上、⽀障があるとき

5.使用上の注意事項
  ①全館内、喫煙・飲酒禁止・ペット同伴禁止や飲食可能エリアの順守等、各つどい場の使用ルールを守ってご使用ください。
  ②ご使用後は「つどいの部屋チェック表」を基に施設の清掃を行い、ゴミは各自お持ち帰りをお願いします。
   また、使用した設備類などは、１階つどい場カウンターへ返却、または元の位置に戻して終了してください。
   なお、設備等で破損があった場合には、実費で弁済いただく場合があります。
  ③施設内で使用を認めていない物品や、設備等で使用を認めていない備品（火器類、音響機器など）は使用しないでください。
  ④火災、事故防止に万全の注意をお願いします。万一、事故等が発生した場合は直ちにスタッフに報告し、管理者の指示に
   従ってください。
  ⑤食べ物を扱うサークルや使用者は、コープこうべの食品衛生管理ルールに従ってください。
  ⑥使用中における参加者等の事故・ケガ等について責任を負いかねます。また、参加者・利用者からの問い合わせ、トラブルに
   関しても責任を負いません。 ※ただし、管理者側の責により事故・ケガ等が発生した場合は、この限りではありません。   
  ⑦持ち込まれた備品や貴重品などは、使用者各自が責任を持って管理し、盗難・破損等の責任を負いません。
  ⑧災害発生時の避難誘導に際しては、スタッフの誘導に従い、責任者及び参加者全員のご協力をお願いします。 
  ⑨感染症など衛生環境の悪化により、各つどい場の使用ルールの変更や使用中止になる場合、管理者の指示に従い、
   ご協力をお願いします。
  ※お申込み等でご提供いただいた個人情報は「コープのつどい場」の運営、連絡の目的のみに使用いたします。



  ※お申込み等でご提供いただいた個人情報は「コープのつどい場」の運営、連絡の目的のみに使用いたします。


